
06-1 操作方法（決済）

・ 県から申請手数料の支払い依頼があった場合の対応について説明します。

①申請者のアドレスに［【要対応】お支払い内容確定のご案内］が届きます。

②メール内のURLをクリックし、メールに記載のパスワードを入力します。

［【重要】仮申請完了のご案内メール］（P８）に記載の決済画面ログイン用パスワード
を入力します。
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！重要！

※ メール受信後の支払期限は５日間です
（受信日含む）。

※ 期限までに支払いが完了しない場合、
仮申請を取り消すことがあります。



06-2 操作方法（決済）

③申請内容を確認し、「お支払いに進む」をクリックします。

④支払い金額を確認し、決済方法を「クレジットカード」「PayPay」から選択します。
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06-3 操作方法（決済）

＜クレジットカード決済の場合＞
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06-4 操作方法（決済）

＜PayPay決済の場合＞

スマートフォンから
支払いする場合はこちらを
クリックしてください
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！重要！

※ １申請につき、オンライン決済の上限は９回までです。
※ 9 回失敗すると、その申請では決済が受付不可となり、再申請が必要となります。PayPay
決済ができない場合は、ブラウザのポップアップブロックを「無効」にした上で再試行願い
ます。クレジットカード決済できない場合は、クレジットカード会社へお問い合わせください。



06-5 操作方法（決済）

⑤決済が完了すると、送信完了画面が表示されます。

⑥申請者のアドレスに［【重要】お支払い手続き完了のご案内］メールが届きます。

※ 電子申請の場合、販売従事登録証等を発行する申請（販売従事登録申請、書換え交付・
再交付申請、合格証明書の再交付申請）については、本申請完了から10日以内に登録証等
が発行されます（土日祝日、郵送受取の場合は郵送日数を含みません）。

※ 登録販売者名簿登録事項変更届と販売従事登録証の書換え交付申請など、複数の申請
を行った場合は、全ての本申請が完了しないと登録証の発行が行えません。

！重要！

・ 上記⑤⑥の確認ができましたら、本申請（決済）が完了です。
・ 電子申請後に申請先（薬務課）へ、登録販売者試験合格証明書の再交付申請は、合格証明書
（原本）、販売従事登録証の書換え交付、汚損・破損による再交付申請は、登録証（原本）を
提出してください。

・ 「郵送受取（返送用封筒提出）」を選択した場合は、申請先（薬務課）へ返送用封筒を提出
してください。

・ 「薬務課・保健所受取」は登録証発行後、指定した受取窓口から電話連絡があります。
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